
１．計画策定の目的
　史跡根城跡は、昭和 52年度に策定された「史跡根城跡保存
管理計画」を踏まえ、昭和 58年度に作成した「史跡根城跡整
備基本設計書」に基づいて整備・活用されてきた。
　しかし、根城跡を取り巻く環境や社会情勢の変化により、地
域住民や市民とともに積極的な活用を図ることが求められてき
ている。また、往時の姿を伝えるために復原された建造物群は、
老朽化により、改修や長寿命化が必要になっている。
　本計画では、平成 30年度に改定された「史跡根城跡保存活
用計画（改訂版）」に基づき、史跡の本質的価値を保護しつつ、
子どもから高齢者までさまざまな方が利用しやすい史跡公園を
めざし、「史跡根城の広場」の再整備方針、未整備地区の整備
方針を定める。
●計画期間
　20年間（令和２年～令和21年）とする。
　令和２～６年を短期計画（５か年）、令和７～ 11年を中期計
画（５か年）、令和 12～ 21年を長期計画（10か年）とする。
　ただし、今後の社会情勢の変化や整備の進捗を踏まえ、中期
計画の最終年度を目途に計画を改訂する。

２．史跡の概要
指定年月日：昭和16年（1941）12月13日（平成23年追加指定）
種　　別：史跡
名　　称：根城跡
所　　在：八戸市大字根城字根城ほか
指定面積：183,105.79㎡、公有化率約 75％
指定基準：史跡の部二
管理団体：八戸市

●本質的価値
・中世から近世にかけて約300年間、根城南部氏（八戸氏）が
北奥羽地方　支配の拠点として機能した城館跡である。
・根城に係る遺構や立地する地形の保存状態が良好であり、文
　献記録の希少な当該地域において、北奥羽一帯に大きな影響
　を与え続けた根城南部氏の実態と中世城館の特性を考察する
　うえできわめて重要である。
・発掘調査成果の蓄積により、城館期の自然地形、複雑な堀割
　や新たな曲輪の発見、中核となる主殿の規模と変遷過程等の
　内容が把握された。これらは従来考えられてきた自然地形や
　城館の構えと異なるものである。
・「史跡根城の広場」は史跡の本質的価値をわかりやすく伝える
　役割を担うだけでなく、史跡の保存・管理・活用の機能を果
　たしている。

●本質的価値を構成する要素
地形、曲輪配置、城館期の遺構・遺物、調査研究成果
●本質的価値に準じる要素
城館期の復原施設・平面表示
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史跡根城跡第２次整備基本計画概要 中世から近世にかけて約300年間にわたる根城南部氏の北奥羽支配の拠点

計画期間

史跡指定範囲

根城の曲輪配置



３．現状と課題
●第 1次整備の概要
　本丸内は、城館の往時を復原した野外博物館と位置づけ、発
掘調査成果に基づいた建物等を復原した。
　整備後に本丸内にプレハブ料金所、東構地区に仮設ボラン
ティアハウスを設置した。

　整備の中心をなす地区であり、復原建物は史跡の本質的価値をわかりやすく表現
する役割を果たしている。
＜ハード面の課題＞
　復原建造物の経年劣化による腐朽・損傷が進行している。
　改修と合わせた長寿命化や持続可能な形態への見直しが必要である。
　耐用年数に合わせた各種機械設備の更新が必要である。
　園路のバリアフリー化と回遊性を高める園路・案内板整備が必要である。
　整備後に設置した仮設建物と復原建物による景観との調和が課題である。
＜ソフト面の課題＞
　外国人客に対応した多言語化がなされていない。
　継続的な活用の取り組み、活用の担い手育成が課題となっている。

　八戸市博物館は、史跡根城跡のガイダンス
施設を兼ねる。
　現在の研究状況に即した展示の更新や多言
語化が課題。
　建物自体が史跡の本質的価値に直接つなが
るものではないことから、史跡外への将来的
な移設を検討する必要がある。

　大半が公有化されているが、発掘調査がほ
んどされておらず、未整備である。
　計画的な発掘調査による内容解明を行った
うえで、整備内容を検討する必要がある。

　大半が民有地であり、宅地化している。部分的な発掘調査
は行われているが、全容は未解明である。
　土地の利用状況や地域住民の生活環境に配慮しながら、公
有化を進め、整備・活用を図る必要がある。

本丸

西ノ沢

中館

東善寺館

無名の館Ⅱ

無
名
の
館
Ⅰ

沢里館

三
番
堀

八
戸
市
博
物
館

岡　前　館

沢里館・三番堀

史跡根城の広場

東　構

　第１期：昭和60年～平成６年　「史跡根城の広場」整備
　　　　　（本丸内復原建物、便益施設、案内施設、各種防災設備等）
　第２期：平成７年～ 10年　植栽
　　　　　（シダレザクラ、実のなる木、薬草園等を整備）
　第3期：平成16年～27年　法面保護、樹木間伐による景観改善、
　　　　　復原建物一部改修・園路改修

「史跡根城の広場」地区（本丸・中館・東善寺館・無名の館Ⅱ・西ノ沢）

「沢里館」・「三番堀」地区 「東構」地区（八戸市博物館）

「岡前館」地区（岡前館・無名の館Ⅰ）
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整備区分図
本丸主殿　屋根材の劣化が目立つ

本丸中馬屋　屋根の雨漏りが進行 本丸料金所　景観と調和しない 解説板　日本語表記のみ

沢里館　堀や土塁が良好に残る 八戸市博物館



４．基本方針
　①　「史跡根城の広場」を整備の中核として維持すると共に、既存施設の再整備や未整備の西ノ沢地区整備により、根城の価値をさらにわかりやすく伝え、活用を図る。
　②　「沢里館・三番堀」は、「史跡根城の広場」と一体的な整備を目指して、調査研究を推進する。
　③　「岡前館」は将来的に「史跡根城の広場」と一体的な整備を目指して、公有化と調査研究を推進する。
　④　「東構」は当面は現状の八戸市博物館をガイダンス施設として維持する。将来的には博物館の史跡外への移設も視野に検討する。
　⑤　史跡内を横断している国道の取り扱いについて検討・協議する。
　⑥　より多くの方々による幅広い活用を見据えた整備とし、地域住民や教育機関・各種団体等との連携による活用を図る。

～地域住民や市民、 国内外の観光客など人々が集う史跡公園～

５．第２次整備基本計画
(1) 全体計画：地区ごとの計画・方向性
「史跡根城の広場」地区：
　本丸を復原建物による野外博物館、中館・東善寺館を多目的活用空間と
した第 1次整備のあり方を踏襲し、引き続き根城の整備活用、管理運営の
中核として活用する。曲輪の形状や地形を体感できる動線整備を行う。改
修は、現状において来場者の安全と劣化の状況から緊急度の高いものを優
先して行う。
「沢里館・三番堀」地区：積極的な建物復原は行わない。計画的な発掘調
査による内容解明を進め、地形復元や植栽を検討する。
「岡前館」地区：積極的な建物復原は行わない。公有化計画の策定と計画
的な公有化を推進。公有化の進捗に合わせ、発掘調査による内容解明を行
う。
「東構」地区：八戸市博物館の将来的な移設について検討を行うが、本計
画期間内ではガイダンス機能を引き続き維持する。休憩場所や交流機能の
追加も検討する。

(2) 個別計画：各要素ごとの計画
●復原建造物・遺構表示施設計画：
　既存の整備施設を将来にわたって維持するものとし、経年劣化対応と長
寿命化を踏まえて改修する。改修時には研究状況に応じた検証を行い、整
備に反映させる。本丸主殿は、屋根改修と合わせて耐震性・防災体制を強
化する。
●遺構保護の計画：斜面地の表土流出について経過観察を行い、必要に応
じた保護対策を行う。
●公開活用施設計画：利用状況を踏まえ、史跡景観との調和を原則として
維持・改修する。改修にあたってはバリアフリー化をめざす。
●案内・解説施設計画：研究の進展による内容の更新や多言語化を行うほ
か、デジタル技術の導入を検討する。未整備地区についても、調査成果を
踏まえて内容・工法を検討し順次設置する。
●植栽計画：
　既存整備範囲は景観保全を目的とした樹木管理を行う。遺構保護に留意
しつつ、曲輪の形状や地形が顕在化するよう、除間伐を行う。
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追加指定（急斜面保護）

追加指定

追加指定を検討する箇所

周辺市街地との緩衝

 発掘調査（短期～中期）

 発掘調査成果に基づく整備（中期～長期）

 公有化（短期～長期）

 発掘調査成果の整理（短期）

 新規発掘調査（中期～長期）

 公有化範囲の暫定整備（中期～長期）

 根城の広場と一体的な整備（将来）

 本丸

 復原建物の改修（短期・中期）

 遺構表示施設の改修（中期）

 防災設備・耐震性能検証（短期・中期）

 園路の改修（短期）

 西ノ沢

 法面保護（短期～中期）

 園路の新設（短期～中期）

 間伐による曲輪形状の明確化（中期）

 短期計画：復原建造物改修

　　　　　 案内解説施設の追加・更新と多言語化

           園路舗装の改修（バリアフリー化）

 中期計画：管理・便益施設の点検と改修

 　　　　　植生管理・景観確保のための除間伐

 　　　　　新規動線の整備

検討する新規動線（将来）
 検討する新規動線

 （中期計画）

博物館移設後の検討

 既存園路への案内板の追加

 （短期計画）

整備する動線

東　構
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６．事業計画
●整備事業
　短期計画：緊急度の高い復原建造物の改修
　　　　　　園路・案内施設等整備（バリアフリー化・多言語化）
　　　　　　主殿屋根改修に向けた耐震診断・設計
　中期計画：主殿屋根改修
　　　　　　復原建造物改修
　　　　　　（老朽化対応・長寿命化に合わせ順次）
　　　　　　発掘調査成果に基づく未整備地区の整備方針検討
　　　　　　（第 2次整備基本計画改訂）
　長期計画：復原建造物改修
　　　　　　発掘調査成果に基づく未整備地区の整備
　　　　　　八戸市博物館移設について検討

●発掘調査事業
　短期計画：調査計画準備・協議・策定、発掘調査
　中期計画：発掘調査成果の整理、調査計画の策定、発掘調査
　長期計画：発掘調査成果の整理、調査計画の策定、発掘調査

●公有化事業
　短期計画：公有化計画策定準備、策定、事業化
　中期計画：計画に基づく「岡前館地区」公有化
　長期計画：計画に基づく「岡前館地区」公有化

●整備推進体制
　八戸市博物館が事務局となり、学校教育・社会教育・関連団体・地域との連携
のもと、整備を推進していく。あわせて、根城の発掘調査成果をもとに幅広く中
世城館の研究を展開し、その成果を継続的に発信していく。八戸市博物館は整備
とともに中世城館研究・発信の拠点となる役割を果たす。

年度
（令和）

年度
（西暦） 事業 整備事業 発掘調査 公有化

２ 2020

短
期
計
画

整備基本設計（短期・中期） 復原建造物改修 調査計画準備・協議 公有化計画準備

３ 2021
整備実施設計（短期・中期）、
主殿耐震診断・設計

復原建造物改修 調査計画準備・協議 公有化計画準備

４ 2022 主殿耐震診断・設計
復原建造物改修、園路・案
内施設等整備

調査計画準備・協議 公有化計画作成

５ 2023 主殿耐震診断・設計
復原建造物改修、園路・案
内施設等整備

調査 公有化事業開始

６ 2024 主殿耐震診断・設計
復原建造物改修、園路・案
内施設等整備

７ 2025

中
期
計
画

復原建造物（主殿）改修

８ 2026 復原建造物（主殿）改修

９ 2027 復原建造物（主殿）改修

10 2028 復原建造物改修

11 2029 第 2次整備基本計画改訂 復原建造物改修

12 2030

長
期
計
画

整備基本設計（長期） 復原建造物改修

13 2031 整備実施設計（長期）

14 2032

15 2033

16 2034

17 2035

18 2036

19 2037

20 2038 第 3次整備基本計画準備

21 2039 第 3次整備基本計画策定
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事業計画スケジュール（案）

整備推進体制


